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根拠法令等

１　計　画　（プラン）

【遺族会の活動内容】
・遺族会総会(特別弔慰金等の援護施策の研修会)
・遺族会報の配付(戦傷病者遺族等援護法の改正などの情報伝達)

平成19年6月

297

市内に居住する戦没者遺族

遺族が高齢化するなか、戦傷病者戦没者遺族等援護法の周知を図り、適用漏れを防
ぐため、特別弔慰金等の援護施策に対する情報の伝達及び研修を行うことを目的にして
いる｡

作成日

地域福祉

内線800

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三上　正美

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

中西　敏夫

整理番号 19-20 作成部署 保健福祉部　福祉課北広島市遺族会補助事業事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

地域福祉推進体制の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

【遺族会の活動内容】
・遺族会総会(特別弔慰金等の援護施策の研修会)
・遺族会報の配付(戦傷病者遺族等援護法の改正などの情報伝達)
・北広島市慰霊祭の共同開催

施策）

章

別紙１

直接事業費

7070 300

300

地方債

一般財源

国支出金

9,000 9,000

17年度（決算）

0.01 0.01

70 70 297

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

28 20

総会参加者

慰霊祭参加者

1,321

2321

人

人

1415 10 12

21 19

0.05

9,000

450

750

0.05

9,000

747

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 160 160

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 9090 450

その他特財

55

5,400

26

52

5,712円

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

代替指標

【指標の定義（算式等）】

会員一人あたり補助金

補助金額÷会員数

1,400

23

50会報配布数（会員数）

総会参加率

53

％

件



□

□

■

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

1次評価のとおり。
　なお、事業費補助への転換や事務局の団体への移
行について引き続き検討すること。

■現状継続
□見直し

■現状継続
□見直し

遺族会の目的である戦傷病者戦没者遺族等援護法の
周知などとともに、平成19年度からは戦没者慰霊祭事
業の市と共同開催するなど見直しを図った。

□拡大重点化

□統合

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□終了

□拡大重点化

□統合

□休・廃止

今後の方向性（課題と解決方法等）

事務事業担当部局の
総合判定

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【１次評価】【外部評価】

評点区分

戦傷病者戦没者遺族等援護法の周知等、本来市が行
う援護事務の一部を補完する役割を担っていることか
ら必要である。

戦傷病者戦没者遺族等援護法の周知を図るうえで研
修会の開催や会報の配布により未処遇者は解消され
ているものと考える。

複雑な遺族援護制度の周知等、市が行うべきものを
補完していることから適切と考える。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

研修会では自己負担を設けており適切と考える。

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定 今後の方向性

見直し

　１次評価（遺族会の目的である戦傷病者戦没者遺族等援護法の周知などとともに、今後は
慰霊祭事業への参画を強化するなど、遺族会の役割を見直すことが必要である。また、運営
費補助から事業費補助への転換や事務局を団体に移すことも検討する必要がある）のとお
り。

妥
当
性

3

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

今後の方向性

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 19-20

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）



補助・交付金の対象経費（項目） すべての経費 すべての経費 すべての経費

□事業費のみに充当

繰越金 収入（Ｂ）－支出（Ｃ） 25 49 0

交付先の名称及
び代表者名

構成員（団体）数 （19年3月末現在）52人

190

49

□運営費のみに充当

63

設立年 昭和２１年

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書　　　
整理番号 19-20

■運営費・事業費の双方に充当
補助金等の充当
状況（18年度）

事務局の状況
（18年度）

対象経費に対する補助・交付金の割合
　(Ａ)÷(Ｄ)

37 ％ 37

補助・交付金の算出根拠

その他

全体支出に対する本市補助・交付金の
割合(A)÷(Ｃ)

活動費補助　１人850円　　　石狩地区連合遺族会負担金　28,500円

480

％％

190 190

37 ％ 37 ％ 63 ％

50

480

別紙３ 　　　　　　　　　　　　　　　　  付　表　　　　　　

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金
名

北広島市遺族会補助事業

北広島市遺族会　会長　堀田　峰生

18年度（決算）

239

480

25726 36

8

190

17

91

119 69 65

34 77

事業費

　　　　収　入　合　計（Ｂ）

繰越金

旅費

負担金

215

41

82 100

【交付先団体等の決算･予算の状況】

収　　入

300

諸収入

本市補助・交付金の額 （Ａ）

会費

19年度（予算）

70

104

（単位：千円）

研修負担金 31

17年度（決算）区　　　　分

36

70

2

需用費・役務費 1

10

20

補助・交付金の対象経費（金額）（Ｄ）

交付先団体等の
活動目的

29

交付先団体等の
活動内容

　市内に居住する遺族相互の親睦を図るとともに、楽しい人間関係をつくり、明るく豊かなまち
づくりに協力することを目的にしている。

・戦没者の慰霊
・遺族補償制度の各種研修及び改善運動
・遺族会報の配布
・北広島市慰霊祭の共同開催

□補助団体にある ■市役所にある

支　　出

　　　　支　出　合　計（Ｃ）


